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■共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。

〇この冊子に掲載しているご契約のしおりおよび共済約款をご一読され、ご契約の内容や告知

などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。

○「ご契約のしおり」は、ご契約についての大切なことがらをわかりやすくご説明したものです。

「共済約款」とあわせてご一読ください。

○「共済約款」はご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。

共済証書・ご契約に関しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）と共に大切に保管し、ご

利用ください。

■共済契約申込書（告知欄を含みます。）は、ご自身で正確にご記入ください。

〇共済契約申込書は、共済契約にとって重要な内容ですので、共済契約申込者ご自身でご記入し、

漁業種類や使用漁船などに関することや保障の対象となる方などのご記入内容を十分お確か

めのうえで、ご署名とご捺印をお願いいたします。

■お申込内容などのご確認について。

〇ご契約のお申込み後または共済金のご請求の際、お申込内容や告知内容についてご確認させ

ていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■共済証書の内容をよくご確認ください。

〇ご契約をお引受けした場合は、共済証書を交付いたします。もし、共済証書の記載内容がお

申込みいただいた内容と違っていたときは、遅滞なく組合にご連絡ください。

■共済証書は大切に保管してください。万が一共済証書が届かない場合または紛失された場合に

は、遅滞なく組合へご連絡ください。

■わかりにくい点がありましたら、ご遠慮なく組合におたずねください。









【個人情報の利用等にかかわるご説明】

（個人情報の取扱い）

　個人情報とは、生存する個人についての氏名、生年月日、住所等の情報で、これらに資産、病歴

その他の情報を含むこともあります。組合と JF 共水連は、ご契約者・被共済者等から取得した個

人情報を、原則として組合職員および JF 共水連職員が取り扱います。

　なお、特定個人情報（個人番号を含む個人情報）は、共水連職員が法令により認められる範囲内

で取り扱います。

　また、組合およびJF共水連で保有する個人情報は、可能な限り最新の状態に保つように努めます。

（個人情報の取得・利用目的 )

　組合および JF 共水連は、共済事業において必要となる個人情報を、以下の目的で取得・利用し

ます。

１．共済契約の引受け、契約内容の変更（異動）等、復活または共済掛金の口座振替

２．掛金の払込案内または契約の復活案内等の契約の維持管理に関する案内

３．共済証書貸付けまたは共済掛金の振替貸付け

４．共済金や給付金の支払い

５．その他共済規程および共済約款等に定める契約の履行、サービスの提供

６．新たな共済保障の提案

７．新たな共済商品、サービスの研究・開発

８．市場調査（アンケート調査等）

９．共済商品の案内・勧誘および各種共済サービスの提供

10．その他、共済契約の適切かつ円滑な履行

（個人情報の共同利用）

　組合および JF 共水連は次のとおり、組合員・利用者等の個人データを共同利用します。

１．共同利用する個人データの項目

①基本情報（氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産等）　②共済契約関連情報（共済契

約内容、共済契約関係者氏名、告知内容、事故報告等）　③取引関連情報（決済口座、掛金払込み、

共済金等支払いの取引内容等）　④個人識別符号 ( 運転免許証番号、パスポート番号等 )　⑤要配

慮個人情報 ( 病歴等 )　⑥その他共同利用する者の利用目的のために必要な情報

２．共同利用する者の範囲

組合および JF 共水連

３．共同利用する者の利用目的

①共済契約引受けの判断　②共済契約の継続・維持管理　③共済金等の支払い　④共済規程およ

び共済約款等に定める契約の履行その他共済契約者サービス　⑤市場調査または組合および JF

共水連が提供する商品・サービスの開発・研究等　⑥業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先へ

の提供　⑦組合および JF 共水連の提供する商品・サービスに関する各種の情報の提供等

４．個人データの管理について責任を有する者

組合および JF 共水連



（個人情報の開示、訂正、利用停止等）

１．被共済者・年金受取人または組合員から、組合または JF 共水連が保有するご本人の個人情報

に関し請求があったときは、組合または JF 共水連は遅滞なく、これをご本人に開示し、または

そのご指示に従い、訂正や利用停止等の対応をいたします。

２．本来の使命を終えた個人情報は即刻消去します。

【個人情報の取得および利用目的の詳細事項】

（共済契約申込、異動請求、復活申込または口座振替依頼の際に取得する個人情報）

１．共済契約申込書、異動請求書または復活申込書では、共済契約の引受け、異動または復活に必

要な情報として、ご契約者・被共済者等の氏名、性別、生年月日、住所のほか、健康状態、職業

等の情報を取得させていただきます。

２．口座振替依頼書では、共済掛金をご契約者指定の口座から振り替えるため、ご契約者の氏名、

住所、口座名義人、口座番号等の情報を取得させていただきます。

３．共済契約の引受け、異動、復活または口座振替依頼の際にご契約者から取得する個人情報につ

いては、その本来の目的以外には使用しません。

４．契約申込時、異動時または復活時に告知いただく健康状態または既往症等のセンシティブ（機

微）な個人情報については、引受け、異動または復活の可否、条件付での引受け、異動または復

活の可否にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。

５．JF 共水連が他の保険会社（海外の再保険会社等を含む。） に再保険を付す場合は、その再保険

会社に個人情報を開示することがあります。

（ご契約者からの契約貸付関連申込の際に取得する個人情報）

１．契約貸付け（共済証書貸付け、被共済者貸付けまたは共済掛金振替貸付け）に必要な情報とし

て、ご契約者・被共済者等の氏名、住所等の情報を取得させていただきます。

２．契約貸付けの際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用し

ません。

（共済金受取人からの共済金等支払請求の際に取得する個人情報）

１．共済金等の支払に必要な情報として、ご契約者・被共済者・共済金受取人等の氏名、住所等の

情報を取得させていただきます。

２．共済金等の支払の際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使

用しません。

３．診断書等のセンシティブ（機微）情報およびご契約の内容等について、次のように取扱います。

①支払の可否の判定のため診断書等を記載した医師に照会することがあります。

②他の共済団体や保険会社または調査会社等に照会することがあります。

③ JF 共水連が他の保険会社（海外の再保険会社等を含む。）に再保険を付していた場合は、そ

の再保険会社に開示することがあります。

４．提出された診断書等のセンシティブ（機微）な個人情報については、その本来の目的以外には

使用しません。

５．JF 共水連が他の保険会社（海外の再保険会社等を含む。）に再保険を付していた場合は、その

再保険会社に個人情報を開示することがあります。

６．法令により必要と判断される場合、その他個人情報の取得・利用目的を達するために、必要な

範囲内で取得した個人情報を第三者に提供することがあります。



（漁家情報）

漁家調査等に関し、入手する個人情報については、お勧め商品の作成および勧誘等に利用しま

す。
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　次のような場合には、遅滞なく組合までご連絡ください。ご連絡がない場合、組合からの各種の

ご通知や共済金等のお支払いができなくなる場合があります。

①　遊漁船等の業務に変更があった場合

②　共済期間中に遊漁船等が、廃船・譲渡などにより変更となった場合

③　共済契約関係者を変更する場合

ア．共済契約者を変更する場合

イ．被共済者の人数を変更する場合

④　その他

○転居、住所変更などの理由によって、組合へお届けいただいている共済契約者のご住所を変更す

るとき。

○共済契約者がご結婚などによって改姓したり、改名するとき。

○共済証書を紛失したとき。

やむをえずご契約を解約される場合には、すでにお払込みいただいた共済掛金のうち、まだ到

来していない期間に相当する金額について、以下の計算方法により算出した金額を解約返戻金と

してお支払いします。ただし、共済期間を 1 か月とする共済契約にあっては、返戻金をお支払い

しません。

計算方法

すでにお払込みいただいた共済掛金からすでに経過した期間に対する下表の短期率によって

算出した共済掛金を差し引いたその残額が返戻金の額となります。

　

解約返戻金 ＝
払い込まれた

共 済 掛 金
―

すでに経過した共済期間に対する

短期率によって算出した共済掛金



― 9―― 8―

　割戻金は、確定したものではなく、今後の経済情勢、決算結果などによりお支払いできない場

合があります。

《短期率表》　すでに経過した共済期間に対する短期率

す で に 経 過

した共済期間

1 か月

まで

2 か月

まで

3 か月

まで

4 か月

まで

5 か月

まで

6 か月

まで

7 か月

まで

8 か月

まで

9 か月

まで

10か月

まで

11か月

まで

割　合 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 75％ 80％ 85％ 90％ 95％

共済期間

　―例―

11/204/15 4/15
すでに経過した共済期間

（7 か月と 5 日）⇒（8 か月まで）

80％を適用

契約 解約

※　詳細は組合にお問い合わせください。

※　ご契約を解約される場合には、組合所定の請求書に共済契約者ご自身でご署名とご捺印をさ

れ、共済証書を添えてお申し出ください。その際には、まだ請求していない共済金がないかを

十分ご確認ください。



― 9―― 8―

ご
契
約
の
し
お
り



― 11 ―



― 11 ―



― 13 ―― 12 ― ― 13 ―― 12 ―



― 13 ―― 12 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款

― 13 ―― 12 ―



― 15 ―― 14 ―



― 15 ―― 14 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 17 ―― 16 ―



― 17 ―― 16 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 19 ―― 18 ―



― 19 ―― 18 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 21 ―― 20 ―



― 21 ―― 20 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 23 ―― 22 ―



― 23 ―― 22 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 25 ―― 24 ―



― 25 ―― 24 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 27 ―― 26 ―



― 27 ―― 26 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 29 ―― 28 ―



― 29 ―― 28 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 31 ―― 30 ―



― 31 ―― 30 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 33 ―― 32 ―



― 33 ―― 32 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 35 ―― 34 ―



― 35 ―― 34 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 37 ―― 36 ―



― 37 ―― 36 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 39 ―― 38 ―



― 39 ―― 38 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 41 ―― 40 ―



― 41 ―― 40 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 43 ―― 42 ―



― 43 ―― 42 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 45 ―― 44 ―



― 45 ―― 44 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 47 ―― 46 ―



― 47 ―― 46 ―

遊
漁
船
等
共
済
約
款



― 49 ―― 48 ―



― 49 ―― 48 ―

（令和7年10月１日現在）



（令和７年 10 月１日）

お問い合わせは

N007408（R７. 10. 昭 . 2,500）
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